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「新宿区特定健康診査未受診者に対する 

勧奨等事業（勧奨通知作成）」企画提案条件等 

 

１ 件名 

新宿区特定健康診査未受診者に対する勧奨等事業（勧奨通知作成）業務委託 

 

２ 履行場所 

  新宿区指定の場所 

 

３ 履行期間 

契約締結の翌日から令和８年３月３１日まで 

なお、本案件は、業務成績が良好な場合、翌年度の更新を行うことができるものとし、 

２回を上限とした３年間の複数年契約とする。 

 

４ 委託内容 

    令和７年度新宿区の特定健康診査未受診者に対し、区が提供する対象者データを用いて専

門的に分析、解析後、勧奨通知（圧着タイプの郵便物を想定）を作成し発送する。発送回数

は契約期間内で２回を想定。 

   データ分析により区の未受診者の受診確率、反応確率等、健康に対する考え等を明らかに

し、それぞれに適した勧奨通知を作成、送付することにより、令和７年度の新宿区特定健康

診査の受診率（法定報告値）を向上させる。 

その後、新宿区の特定健康診査における課題を客観的に抽出し、区に報告及び令和８年度

以降に向けた具体的な提言を行う。報告回数は契約期間内で２回を想定。 

   委託内容の詳細については、下記のとおりとする。 

 

詳細について 

  【 第１回目発送 】 

 （１）受託事業者は、区の意向、要望等を聴取の上、発送対象者をセグメント分け（例：年代別

や性別等）（セグメント数は提案による。）し、セグメント毎にレイアウト案を作成し、区に提

示（実際の提示は、契約締結後）する。レイアウト作成に当たっては、以下の点に注意するこ

と。 

① 受託者は、デザイン及びレイアウトの企画において、ユニバーサルデザイン及びカラーマネジ

メントの理解をもって作成すること。また、区民の目に留まりやすいよう配慮や工夫を行うこと。 

② 原案は、区による校正を２回以上受けること。 

③ 本原案は、区の承諾をもって完成とすること。 

校正を最低２回行った上で印刷、宛名印字及び必要があれば圧着加工等を施す。 

完成した勧奨通知は、区の指定する場所に納品した上で検査終了後、区担当職員、受託者共

に立会いのもと、郵便局への局出しを行う。 
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（２）対象者及び発注部数 

年度当初の一斉発送で、区が健康診査受診券を発送した４０歳以上７４歳以下の新宿区

国民健康保険加入者のうち、当該年度の６月、７月の受診者を除いた未受診者を母数とし、

実際の送付対象者の決定は提案による。 

発送通数：最大４５，０００件を想定 

また、サンプル用として、可変情報（宛名等）のない白紙の勧奨通知（圧着加工を施す

場合は圧着加工後の物）をセグメント毎に各５０部、健診係に納品する。 

①区から提供できるデータは、（別添４）甲が乙に提供するデータ等のとおり。 

 ※分析、セグメント分け等において、別添４以外の情報が必要な場合は、企画提案書に必

要とする情報の種類、その情報があることによって分けることが可能となるセグメント

及び見込める勧奨効果について、詳細を記載すること。 

②納期（ 第１回目発送日 ） 

     令和７年９月２６日（ 金 ）予定 

③納品場所 

完成した勧奨通知は、所定のバーコードを付し、郵便番号の上３ケタの変り目ごとに梱

包する。また、郵便局への局出しの際は、通数、郵便番号区分け、バーコード記載等から

適用される郵便料金割引きサービスをすべて適用するため、その他郵便局からの指定の方

法に従い、区が指定する郵便局に持ち込むこと。 

なお、局出し日は納品日と同一とする。 

      印字のない白紙の勧奨通知（圧着加工を施す場合は圧着加工後の物）は、段ボール箱等

に格納し、新宿区健康部健康づくり課健診係に納品すること。 

④郵送費用 

勧奨通知は後納郵便とし、郵便料は委託料に含めない。 

     ⑤その他 

本業務の履行に当たり、受託事業者は「新宿区における障害を理由とする差別の解消を

推進するための職員対応要領」にある障害者への配慮等の実践に努めることとする。 

 

【 第２回目発送 】 

（１）受託事業者は、区の意向、要望等を聴取の上、発送対象者を再度セグメント分け（例：年代

別や性別等）（セグメント数は提案による。）し、セグメント毎にレイアウト案を作成し、区に

提示（実際の提示は、契約締結後）する。レイアウト作成に当たっては、１回目と同様、以下

の点に注意すること。 

① 受託者は、デザイン及びレイアウトの企画において、ユニバーサルデザイン及びカラーマネジ

メントの理解をもって作成すること。また、区民の目に留まりやすいよう配慮や工夫を行うこと。 

② 原案は、区による校正を２回以上受けること。 

③ 本原案は、区の承諾をもって完成とすること。 

その他校正回数、印刷、宛名印字、圧着加工等及び検査と局出し及び郵送費用に関しては、す

べて第１回目発送と同様とする。 
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（２）対象者及び発注部数 

発送通数：最大３３，５００件を想定 

※実際の送付対象者の決定は提案による。 

サンプル用の納品、区から提供できるデータについては、第１回目発送と同様とする。 

①納期（ 第２回発送日 ） 

     ※実際の発送日の決定は提案による。 

     ②その他 

本業務の履行に当たり、受託事業者は「新宿区における障害を理由とする差別の解消を

推進するための職員対応要領」にある障害者への配慮等の実践に努めることとする。 

 

【 中間報告 】 

    区が提供する対象者データを用いて専門的に分析、解析後、明らかになった未受診者の受診

確率、反応確立、健康に対する考え等を報告書にまとめ、区の特定健康診査における課題等と

もに、第２回目発送または次年度の事業実施にむけた具体的な提言を行う。時期は、１０月中

旬頃から１１月末頃を想定。 

   

【 最終報告 】 

  令和７年度新宿区特定健康診査未受診者に対する勧奨等事業（勧奨通知作成）業務委託の最

終的な効果検証を行い、結果の報告及び令和８年度に向けた具体的な提言を行う。時期は、令

和８年２月下旬から３月頃を想定。 

 

５ 個人情報の保護 

（１）個人情報等の保護について 

① 特記事項を遵守すること。 

② 日本産業規格「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に基づく一般

財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）認定のプライバシーマーク又は同等の認証資

格（例：ISMS認証等）を取得していること。 

③ 区職員が、必要に応じ立入り調査を行い、個人情報の管理・保管状況の確認を行う。 

（２）個人情報等を含むデータの授受に関する取り扱いについて 

① 区の作成する個人情報等データ授受簿に記録する。 

② 区での直接の授受、セキュリティ対策を施した郵送または LG-WANへのアップロードとする。 

③ データ運搬時には個人情報紛失防止対策を施す。 

④ すべての記録データの所有権は区に帰属し、また、すべてのデータを区に提出する。 

⑤ 業務履行後、区が提供した個人情報等の廃棄証明を提出する。 

 

６ 予算額 

   ２７，１２４，９００円（ 消費税等を含む ） 

※本委託業務に関するすべての経費は、上記予算額の範囲内とする。ただし、勧奨通知の

郵送料は除く。   
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７ 契約代金の支払い 

原則、履行期間終了後に一括払いとする。ただし、協議の上、分割払いを可能とする。 

 

８ 成果物 

中間報告書及び最終報告書を書面にて各１０部とデータで提出する。 

 

９ その他 

この企画提案条件等に定める仕様、作業手順等については、区と協議の上、変更することが 

できる。 


